
　

定
率
減
税
は
、
平
成　
１１

年
度
税
制
改
正
に
お
い

て
、
当
時
の
著
し
く
停
滞

し
た
経
済
活
動
の
回
復

に
資
す
る
観
点
か
ら
、
緊

急
避
難
的
な
特
例
措
置

と
し
て
見
合
い
の
財
源

な
し
に
導
入
さ
れ
た
も

の
で
す
。

　

現
在
の
経
済
状
況
は
、

定
率
減
税
が
実
施
さ
れ

た
平
成　

年
当
時
と
比

１１

べ
好
転
し
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
平
成　

年
度

１８

に
お
い
て
半
分
に
縮
減

し
、
平
成　

年
度
か
ら
廃

１９

止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。【
図
４
】（
所
得
税
は
平
成　

年
１
月

１９

か
ら
廃
止
に
な
り
ま
す
。）

★
廃
止
さ
れ
る
と
ど
の
よ
う
な
影
響
が
？

　

平
成　

年
度
に
定
率
減
税
が
全
廃
さ
れ
た

１８

場
合
、
例
え
ば
年
収
７
０
０
万
円
の
４
人
家

族
（
夫
婦
、
子
ど
も
２
人
）
の
場
合
は
、
年

間
４
万
１
千
円
の
増
額
と
な
り
ま
す
。（
モ
デ

ル
ケ
ー
ス
１
）

 

 

 

　

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、

１７

　

歳
以
上
の
方
で
、
前
年
の
合

６５計
所
得
が
１
２
５
万
円
以
下
の

方
は
、
平
成　

年
度
ま
で
住
民

１７

税
が
非
課
税
で
し
た
が
、
平
成

　

年
度
か
ら
こ
の
制
度
が
廃
止

１８さ
れ
、
現
役
世
代
と
同
様
の
制

度
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
急
激
な
税
負
担
を

緩
和
す
る
た
め
経
過
措
置
が
と

ら
れ
て
い
ま
す
。【
図
５
】

※
こ
の
経
過
措
置
は
、
昭
和　
１５

年
１
月
２
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方
で
合
計
所
得
１
２
５
万
円
以

下
の
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
経
過
措
置
対
象
者
の

方
で
所
得
割
が
課
税
さ
れ
て
い

る
方
は
、
経
過
措
置
減
額
分
の

縮
減
と
税
率
の
変
更
及
び
定
率

減
税
の
廃
止
に
よ
り
、
前
年
と

同
じ
収
入
と
控
除
の
場
合
、
所

得
割
が
４
倍
程
度
梢※
 

に
な
り
ま
す
。（
モ
デ
ル

ケ
ー
ス
２
）

　

税
源
移
譲
に
よ
っ
て
、
お
よ
そ
３
兆
円
の

税
源
が
、
国
か
ら
地
方
へ
移
譲
さ
れ
ま
す
。

今
後
は
、
必
要
な
財
源
を
地
方
が
直
接
確
保

で
き
る
た
め
、
よ
り
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
効
率
よ
く
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

住
民
税
の
所
得
割
の
税
率
は
、
課
税
所
得

の
金
額
に
応
じ
て
３
段
階
（
超
過
累
進
構
造
）

に
分
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
税
制

改
正
で
は
、
課
税
所
得
の
多
少
に
関
わ
ら
ず

一
律　

％
（
比
例
税
率
構
造
市
民
税
６
％
・

１０

道
民
税
４
％
）
に
な
り
ま
し
た【
図
１
・
図
２
】。

　

　

住
民
税
と
所
得
税
で
は
、
扶
養
控
除
や
配

偶
者
控
除
な
ど
の
人
的
控
除
に
差
額【
図
３
】

が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
収
入
金

額
で
も
、
住
民
税
の
税
率
を
５
％
か
ら　

％
１０

に
引
き
上
げ
た
場
合
と
所
得
税
の
税
率
を　
１０

％
か
ら
５
％
に
引
き
下
げ
た
場
合
で
は
、
税

負
担
が
増
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
個
々
の
納
税
者
の
人
的
控
除

の
適
用
状
況
に
応
じ
て
、
減
額
措
置
（
調
整

控
除
）
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

猿

個
人
住
民
税
の
課
税
所
得
金
額
が
2
0
0

万
円
以
下
の
者

　

①
と
②
の
い
ず
れ
か
小
さ
い
額
の
5
％

　

①
人
的
控
除
額
の
差
の
合
計
額

　

②
個
人
住
民
税
の
課
税
所
得
金
額

　
猿

個
人
住
民
税
の
課
税
所
得
金
額
が
2
0
0

万
円
超
の
者

｛
人
的
控
除
額
の
差
の
合
計
額
倆（
個
人
住

民
税
の
課
税
所
得
金
額
倆

2
0
0
万
円
）｝

の
5
％

※
た
だ
し
、
右
記
｛　

｝
の
計
が
５
万
円
を

下
回
る
場
合
は
、
一
律
2
5
0
0
円
の
控
除

と
な
り
ま
す
。

　

平成１９年度分から税制改正により所得税・住民税が変わります
「地方でできることは地方に」という方針のもと、三位一体改革が進められ

税源移譲【所得税(国税)と住民税（地方税）の税率を変えること】を行うことになりました。

また、定率減税や住民税の老年者非課税措置が廃止になりました。

これらの事柄は、私たちの暮らしにどのような変化をもたらすのでしょうか。

　　　　　　　　　　                                                                           

国
か
ら
都
道
府
県
・
市
町
村
へ
の
税
源
移

譲
が
行
わ
れ
ま
す
。

税
率
改
正
に
伴
い
、
差
額
が
出
る
場
合
は

供

調
整
控
除
僑

を
行
い
ま
す
。　
　
　
　
　

住
民
税
と
所
得
税
で
は
控
除

に
差
が
で
る
の
？

■市民税【図１】　　　　　　

改正後
（税率）

現行
（税率）

課税所得

 一律

6％

  3％200万円以下　 　　　　

  8％200万円超700万円以下 

12％700万円超    　　　　　

■道民税【図２】　　　　　　

改正後
（税率）

現行
（税率）

課税所得

 一律

４％

  2％700万円以下   　　　 　

  3％700万円超                     

■代表的な人的控除額の差額【図３】　　　　　　

差　額住民税所得税人的控除

５万円３３万円3８万円基礎控除                         

５万円３３万円3８万円配偶者控除                     

５万円３３万円3８万円扶養控除                        

１万円２６万円２７万円障害者控除（一般） 　　

１０万円3０万円４０万円障害者控除（特別）    　

１万円２６万円２７万円寡婦控除（一般）          

５万円3０万円３５万円寡婦控除（特別）          

（参考）
■所得税の改正

改正現行

税率課税所得税率課税所得

5％　　  　   ～195万円
１０％          　　～３３0万円

１０％  195万円～330万円

2０％  330万円～695万円
2０％    ３３０万円～９００万円

23％  695万円～900万円

33％900万円～1,800万円3０％  ９００万円～1,800万円 

40％1 ,800万円～　　　　　　37％1,800万円～                  

※課税所得とは、所得金額から基礎控除や扶養控除などの人的控

除及び社会保険料や国民健康保険料など所得から差し引かれる金

額（所得控除）を引いた残りの金額をいいます。 　　               

　    課税所得＝所得金額－所得控除　　　　　

平
成　

年
度
か
ら
定
率
減
税
が
廃
止
さ
れ

１９

ま
す
。

定
率
減
税
は
ど
の
よ
う
に
変

わ
る
の
？

住
民
税
の
老
年
者
非
課
税
措
置
は
廃
止
で

す
が
経
過
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

老
年
者
非
課
税
措
置
は
ど
う

な
る
の
？

■定率減税【図４】　　　　　　

平成１9年分（所得税）
平成１9年度分（住民税）

平成１８年分（所得税）
平成１８年度分（住民税）

区分

廃止
10％（上限12.5万円）所得税

所得割の7.5％（上限2万円）住民税

■経過措置【図５】　　　　　　　

平成２０年度以降平成１９年度（来年度）平成１８年度（今年度）区分

全額負担　税額の３分の１を減額税額の３分の２を減額所得割

次
の
計
算
に
従
っ
て
求
め
た
金
額
を
住
民

税
の
所
得
割
か
ら
控
除
し
ま
す
。　
　
　

調
整
控
除
の
具
体
例
は
？

所
得
割
の
税
率
が
一
律　

％
（
市
民
税
６

１０

％
・
道
民
税
４
％
）
に
な
り
ま
す
。

ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
？

平
成　

年
度
か
ら
何
が
変
わ

１９

る
の
？

※子供のうち１人が特定扶養親族に該当するものとしています。※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。

※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※年金収入２００万円の方は、年金に係る控除を行った後の合計所得金額は１２５万円以下なので、経過措置が適用されます。

夫婦＋子供２人・給与収入７００万円（年額）モデルケース１

７０歳独身・年金収入２００万円（年額）モデルケース２

２３

閣

平成１８年

（ ）

平成１９年

（ ）

▼
税
金
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は

　

市
・
総
務
部
税
務
課
市
民
税
係

　

志　

・
１
８
０
４　

思　

・
８
７
７
８

４２

４３

閣

196,000 円住 民 税

△14,700 円 ・定率減税

263,000 円所 得 税

△26,300 円 ・定率減税

418,000 円 合　計

平成１８年

293,500 円住 民 税

165,500 円所 得 税

459,000 円 合　計

平成１９年

19,900 円住 民 税
△1,500 円 ・定率減税

△12,267 円 ・（住民税－定率減税）×　２３

34,800 円所 得 税
△3,480 円 ・定率減税

37,400 円 税　額

6,100 円
31,300 円

　　　　住民税
　　　　所得税

37,300 円住 民 税
△12,434 円 ・住民税×　１３

17,400 円所 得 税

42,200 円 税　額

24,800 円
17,400 円

　　　住民税
　　　所得税

 6,133 円　　　　  施４倍（ ※ ） 　　　　　　　 24,866 円

所得税の税率を変更して、所得税と住民税
の合計が極力変わらないようになります
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